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蒲郡市生涯学習推進計画２０２７策定委託業務 仕様書 

 

１ 業務名 

蒲郡市生涯学習推進計画２０２７策定委託業務 

 

２ 目的 

本市では令和３年度に令和４年度（2022 年度）～令和８年度（2026 年度）を計

画の期間とした「蒲郡市生涯学習推進計画 2022」を策定した。「豊かな学びと文

化でつなぐ 地域のきずな ～一人ひとりの学びから 未来のひとづくり いえづ

くり まちづくり～」を基本理念としさまざまな施策を進めてきている。 

本業務は、今年度で現行計画が計画期間を終えるに当たり、「蒲郡市生涯学習推

進計画 2027」の策定の支援を行うものである。 

本計画は市民一人ひとりが生涯にわたっての学習・文化芸術・生きがいづくり

などに自発的に取り組む環境を整備するとともに、学習・生活で得た知識・能力

を有する貴重な人材として地域の環境向上や活性化に貢献する仕組みづくりを目

指すものである。 

本業務では、市民ニーズを的確に捉え、既存のアンケート調査や市民ニーズに

よる意向把握や各種統計などを活用し、新しい文化芸術の方針・施策の方向性の

検討などを踏まえ蒲郡市の将来像にふさわしい計画書を作成することを目的とす

る。 

 

３ 期間 

契約締結日から令和９年３月２５日まで 

 

４ 契約上限金額 

  ６，３８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

５ 業務内容 

  各業務の内容は下記の通り。ただし、業務を限定するものではなく、プロポー

ザル実施によって契約を締結した事業者が企画提案した内容も踏まえ、協議の上

決定する。 

⑴ 基礎的な地域データ及び資料の整理分析 

国の動向、愛知県の関連計画、蒲郡市の概要及び蒲郡市ならではの歴史的背景・

社会経済的特性等について、蒲郡市が提供するデータや資料等をもとに整理分析

を行う。 

⑵ アンケート調査の集計・分析 

昨年度行ったアンケート調査＜市民、GCSL（蒲郡市文化・スポーツリーダー)、

文化協会・公民館活動団体＞の入力結果から集計（単純集計、属性別クロス集計、

その他分析上必要な設問間のクロス集計）を行う。 

集計結果を分析し、市民の学習・文化・芸術・社会活動などの状況や、蒲郡市に
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対する意見・要望の把握を行い、今後の生涯学習を推進するための基礎資料とし

報告書としてとりまとめる。 

⑶ 生涯学習関連施策等の状況整理 

現行計画に基づいて進められてきた生涯学習推進に関する施策の進捗状況の整

理を行う。あわせて、生涯学習関係各課の現状を把握し今後の施策方針や連携体

制を構築するため調査を実施する。 

また、生涯学習関連施設の概要や利用状況の整理や市内で活動する生涯学習関

連団体の活動状況や課題等を整理する。 

⑷ 市民ワークショップの実施支援 

市民参画の一環として、施策の検討を深めるために各種手法によるワークショ

ップを実施（４回程度）する。実施に際しては必要な支援（企画提案、資料作成、

ファシリテーターの配置等）を行う。 

⑸ 課題の整理・抽出 

一連の調査結果を総合的に整理、分析し、重点課題を抽出する。また「蒲郡市公

民館のあり方について（公民館グランドデザイン）」や蒲郡市との関連を調査し整

理する。 

⑹ 推進体制、検証可能な重点施策・数値目標の検討 

計画の推進体制、施策評価、見直しの考え方について検討し、計画に位置付け

る。重点施策・数値目標の検討に当たっては、国・愛知県の施策及び蒲郡市の関連

計画との整合性を図ったうえで、検証可能な評価指標を設定する。 

⑺ 計画骨子案の作成 

上記を踏まえて基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・

体系をとりまとめた計画骨子案を作成し内容の協議を行う。 

⑻ 計画素案の作成 

内容を協議し作成した計画骨子案をもとに、施策を具体的に落とし込んだ計画

素案を作成する。 

⑼ パブリックコメントの実施支援 

計画素案についてのパブリックコメントを蒲郡市が実施するに当たり、実施方

法やとりまとめに関するアドバイスを行う。 

⑽ 計画策定委員会等への運営支援 

計画内容を審議するために設置される計画策定委員会及び庁内検討会（各４回

開催予定）の運営について、会議資料（原データ）を作成し、オブザーバーとして

出席し助言、資料の説明等を行う。会議後は速やかに会議議事録を作成、提出し、

協議事項に関するアドバイス等の支援を行う。なお、計画策定委員会の座長の謝

礼について本業務から支出する。（見積額：15,000 円/回、税込、交通費込） 

 

６ 事業計画書及び実施報告書の提出 

⑴ 契約締結後遅滞なく具体的な業務内容について蒲郡市と協議のうえ、事業計

画書を作成して提出すること。 

⑵ 委託業務完了後、実施報告書を作成し蒲郡市の検査を受けること。 



3 

⑶ 蒲郡市は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について

調査し、または報告を求めることができる。 

 

７ 成果品 

  業務完了後、市の指定する形式によりすみやかに提出すること。なお、著作権

をはじめ、本業務で得られた成果及び成果物の権利は全て蒲郡市へ帰属するもの

とする。 

⑴ 生涯学習推進計画２０２７ 

ア 本書 ２００部 

カラー印刷、Ａ４判、８０頁程度、４色刷り、オンデマンド印刷 

イ 概要版 １，０００部 

カラー印刷、Ａ３判二つ折り（Ａ４判４頁）、４色刷り 

⑵ 当該委託業務関連で作成した資料等の電子データ一式  

ＣＤ―Ｒ 1 枚 

 

８ その他 

⑴ 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、誠意をもって業務

を履行するものとする。 

⑵ 受託者は業務を円滑に遂行するために、随時事務局との連絡調整を行わなけ

ればならない。 

⑶ 受託者は、本業務において知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

⑷ 本仕様書に明示なき事項、また業務上疑義が発生した場合は、両者協議によ

り業務を進めるものとする。 

⑸ 本業務において、委託費用内で追加の提案がある場合は、企画提案書に特記

事項を記載して提案すること。 

 

 


